
【アンケートの概要】

・目 的：高校授業料無償化に伴う進路希望の変化を把握

するため

・対 象：全道の中学生及びその保護者

・回答期間：令和７年５月20日～６月30日

・回答方法：右のQRコードか、下のＵＲＬからフォームで回答

【お問い合わせ】

北海道教育庁学校教育局高校教育課
高校改革推進室
T  E  L ：011-204-5776
M a i l：kyoiku.kokyo3@pref.hokkaido.lg.jp
受付時間：平日 8:45～17:30

高校に進学すると、国から授業料と同額の返す必要のない

支援金が給付されますが、現在、この制度の見直しが検討され

ています（右のイメージ図をご覧ください）。

この見直しにより、家庭の経済状況にかかわらず、自分に

合った高校を選びやすくなることが期待されています。

北海道教育委員会としては、これから進路を考えるみなさん

にとって大きな制度の見直しになると考えており、みなさんの進

路の考え方を、これからの高校づくりの参考とするため、全道の

中学生とその保護者の方々を対象にアンケートを行います。

お忙しいところ恐縮ですが、アンケートの目的をご理解の上、

ご協力をお願いいたします。

https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=KwqNgISz

「ＱＲコード」は（株）デンソーウェーブの 登録商標です

高校生等への修学支援 検索

【参 考】

文部科学省のwebサイトには、制度の最新・詳細情報
などを掲載しています。

○ 本年度の支援内容（高等学校等就学支援金制度等）

○ 来年度以降の支援予定の内容

支給上限額

39万6,000円

11万8,800円

590万円 910万円

基準額（国公私立共通）

45万7,000円

※ 高校生等臨時支援金
就学支援金制度で所得制限を受けている年収約910万円以上世帯の高校生等を対象に、

基準額を上限に授業料相当の教育費として支援する令和７年度限りの事業

※ 高校生等臨時支援金

高等学校等就学支援金

国において、令和８年度から所得制限撤廃や私立高校等の加算額の引き上
げも含めた、いわゆる「高校授業料の無償化」の実施を検討中

＜ 授業料支援制度の改正イメージ図 ＞

加算額の引き上げ

所得制限の撤廃

支給上限額

39万6,000円

11万8,800円

590万円 910万円

基準額（国公私立共通）

私立高校等の加算額

年収目安

年収目安

私立高校等の加算額


